専利法改正案草案全文および説明
第11期中国全国人民代表大会（全人大）常務委員会第4回会議で、「中華人民共和国専利法改正案（草案）」に対する初回審議が行われた。今回の法律草案と草案の説明を中国人大網上で公布し、社会から意見を求める。社会各層の人々が直接中国人大網（www.npc.gov.cn）にアクセスして意見を提出でき，また全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（北京市西交民巷23号、郵便番号：100805、封筒に専利法改正案草案意見募集稿と注記）に意見を直接送付することもできる。意見募集期間：2008年10月10日。

中華人民共和国専利法改正案（草案）
一、第１条を「専利権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の管理や応用を推進し、自主革新能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展を促進し、　イノベーション型国家を建設するため、本法を制定する。」と修正する。

二、第5条に1項を追加し、第2項を「遺伝資源によって完成された発明創造については、該当する遺伝資源の入手あるいは利用が、関連する法律、行政法規に違反している場合は、専利権を付与しない。」とする。

三、第9条に1項を追加し、第1項を「同一の発明創造には、1つの専利権のみが付与される。ただし、同一の出願者が同じ日に同一の発明創造について、実用新案専利と発明専利を出願し、先に取得した実用新案専利権がまだ終了しておらず、出願者が当該実用新案専利権の放棄を表明する場合は、発明専利権を付与できる。」とする。

四、第10条第2項を「中国単位あるいは個人が、外国人に専利出願の権利あるいは専利権を譲渡する場合、関連する法律、行政法規の規定に沿って手続きを行わなければならない。」と修正する。

五、第11条第2項を「意匠権が付与された後は、いかなる単位あるいは個人も、専利権者の許諾を得ずその専利を使用してはならない。すなわち生産経営を目的としたその意匠製品の製造、販売の承諾、販売、輸入を行ってはならない。」と修正する。

六、第14条を「国有企業・事業機関による発明専利について、国務院の関連主管部門あるいは省、自治区、直轄市人民政府が国家の利益あるいは公共利益に対して重要な意義があるとみなしたものは、国務院の承認を得てから合理的な範囲内での推進運用ができる。その場合、実施機関は専利権者に使用料を支払わなければならない。使用料は双方の協議により決定する。」と修正する。

七、1条を追加して第15条を「専利出願の権利あるいは専利権が複数の単位あるいは個人で共有されており，共有者の権利行使に関して約定がある場合はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施すること、あるいは一般の許可方法で他人に当該専利の実施を許可することができる。他人に当該専利の実施を許可する場合、受け取る使用料は共有者間で分配しなければならない。

上述規定の状況を除き，共有される専利出願の権利あるいは専利権の行使には共有者全体の同意を得なければならない。」とする。

八、第19条を第20条へと改正し、第1項を「中国に定住住所あるいは営業所を持たない外国人、外国企業あるいは外国のその他の組織が、中国で専利出願とその他の専利業務手続を行う場合、法律によって設立された専利代理機関に手続きを委託しなければならない。」と修正する。

九、第20条を第21条へと改正し、第1項を「いかなる単位あるいは個人も中国で完成させた発明創造を外国で専利出願することができるが、事前に国務院専利行政部門による機密審査を経なければならない。」と修正する。

十、第21条を第22条へと改正し、1項を追加して第2項を「国務院専利行政部門は、不備のない正確な専利情報を速やかに通達し、定期的に専利公報を出版しなければならない。」とする。

十一、第22条を第23条へと改正し、第2項を「新規性とは、当該発明あるいは実用新案が従来の技術に属しておらず、同様の発明あるいは実用新案が出願日以前に他人により国務院専利行政部門に出願提出されたことがなく、かつ出願日以降に公布された専利出願書類あるいは公告された専利書類に記載されていないものを指す。」と修正する。

第3項を「創造性とは、従来の技術と比べて、その発明が突出した実質的特性と著しい進歩を示しており、その実用新案が実質的特性と進歩を示しているものを指す。」と修正する。

1項を追加し，第5項を「本法の述べる従来の技術とは、出願日以前に国内外で広く知られている技術を指す。」とする。

十二、第23条を第24条へと改正し、「専利権を付与する意匠は、従来の意匠に属さないものでなければならず、また同様の意匠が出願日以前に他人より国務院専利行政部門に出願されたことが無く、かつ出願日以降に公告された専利書類に記載されていないものでなければならない。

専利権を付与する意匠は、従来の意匠あるいは従来のデザインの特徴を組み合わせたものとは明らかな区別が付くものでなければならない。

専利権を付与する意匠は、授権以前に他人がすでに取得している合法的権利と衝突するものであってはならない。

本法の述べる従来の意匠とは，出願日以前に国内外で広く知られている意匠を指す。」と修正する。

十三、第25条を第26条へと改正し、第1項に1号を追加して第（6）号を「平面印刷品の図案、色彩あるいは二者の結合によって作成された模様が標識の意味だけを持つデザイン。」とする。

十四、第26条を第27条へと改正し、1項を追加して第6項を「遺伝資源により完成された発明創造について、出願者は専利出願書類上でその遺伝資源の直接的由来と原始的由来を申告しなければならない。出願者が原始的由来について申告できない場合はその理由も説明しなければならない。」とする。

十五、第31条を第32条へと改正し、第2項を「1件の意匠出願は、1つの意匠に限られなければならない。同一の製品に2つ以上の類似意匠がある、あるいは同一種類区分に属し、且つ1セットとして販売あるいは使用する製品に用いられる2つ以上の意匠については、1件の出願として提出することができる。」と修正する。

十六、第48条を第49条へと改正し、「下記の状況のいずれかに当てはまる場合、国務院専利行政部門は、実施条件を備えた単位あるいは個人の申請に基づいて、発明あるいは実用新案の実施を強制許諾できる。

（1）専利権取得日から3年が満了し、かつ専利出願日から4年が満了しているのに、専利権者が正当な理由も無く専利を実施していない、あるいはその専利を十分に実施していない。

（2）専利権者のその専利権の行使行為が、司法、行政過程を経て競争の排除、制限行為と確定され、出願者に強制許諾を与える必要があるもの。」とする。

十七、1条を追加し，第51条を「公共の健康を目的として中国で専利権を取得した薬品に対し，国務院専利行政部門はその製品の製造と下記の国あるいは地域への輸出を強制許諾できる。

(1)後発開発途上国

(2)その薬品の製造能力を持たない、あるいは製造能力が不足しており、中華人民共和国が参加する世界貿易機関（WTO）の関連条約により関係手続きをすでに行っている成員。」とする。

十八、1条を追加し、第53条を「強制許諾が、発明創造の半導体技術に関わる場合、この実施を以下の状況に限る。

(1)公共の非商業的使用。
(2)専利権者のその専利権の行使行為が、司法、行政過程を経て競争の排除、制限行為であると確定され、出願者に強制許諾を与える必要がある。」とする。

十九、1条を追加し，第54条を「本法第49条第(2)号、第51条の規定により与えられる強制許諾を除き、強制許諾は国内市場への供給のために実施されなければならない。」とする。

二十、第51条を第55条へと改正し、「本法第49条第(1)号、第52条の規定により強制許諾を出願する単位あるいは個人は、証拠を提供し、合理的な条件で専利権者に対し専利の実施許諾を請求したが、合理的な時間内に許可を得られなかったことの証明を提出しなければならない。」と修正する。

二十一、第57条第2項を第62条へと改正し、「専利権の侵害紛争が実用新案専利あるいは意匠専利に関わる場合、人民法院あるいは専利業務管理部門は専利権者あるいは利害関係者に対し国務院専利行政部門が作成した専利権評価報告を提出するよう要求できる。

国務院専利行政部門は、専利権者あるいは利害関係者の請求に基づき、関連する実用新案あるいは意匠に対して、検索、分析、評価を実施し、専利権評価報告を作成する。専利権報告は人民法院と専利業務管理部門が専利権の有効性を判断する初歩的証拠である。」と修正する。

二十二、1条を追加し，第63条を「専利権侵害紛争中、権利侵害と控訴された側が、その実施技術あるいはデザインが従来の技術あるいは従来のデザインに属することを証明できる証拠を持っている場合，専利権侵害とはみなされない。」とする。

二十三、第58条を第64条へと改正し、「他人の専利を偽造した場合、法によって民事責任を負う以外に、専利管理業務部門は改善命令を出し、これを公告し、違法所得を没収する。また、違法所得の4倍以下の罰金を併科することができ、違法所得がない場合、20万以下の罰金を科すことができる。犯罪とみなされる場合、法によって刑事責任を追及する。」と修正する。

二十四、第59条を第65条へと改正し、「非専利製品を専利製品と虚偽表示した場合、また非専利方法を専利方法と虚偽表示した場合、専利業務管理部門は改善命令を出し、これを公告し、違法所得を没収する。また、20万元以下の罰金を科すことができる。」と修正する。

二十五、第60条を第66条へと改正し、「専利権侵害の賠償金額は、当事者が協議の上決定する。協議が成立しない場合、権利者が権利侵害により被った損失、あるいは権利侵害者が権利侵害により獲得した利益によって決定する。権利侵害による損失あるいは権利侵害による獲得利益の確定が難しい場合、その専利許可の使用料の倍数を参照し適切な金額を決定する。権利者の損失、権利侵害者の獲得した利益と専利使用料がどれも確定が難しい場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質、状況などの要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を決定する。

専利権の侵害による賠償は、専利権者が権利侵害行為を制止するため支払った合理的な支出が含まれるべきである。」と修正する。

二十六、第61条を第67条へと改正し、「専利権者あるいは利害関係者が、他人がその専利権を侵害している、あるいはその専利権を侵害しようとしていて、速やかに制止しなければその合法的権益が補償の難しいほどの損害を被る恐れがあることを証明できる証拠を持っている場合、起訴以前、起訴期間中に人民法院に対して関連行為の停止命令を執行するよう申請できる。

人民法院は上述の申請を処理する際、「中華人民共和国民事訴訟法」の財産保全に関する規定を適用する。」と修正する。

二十七、1条を追加し，第68条を「専利権侵害行為を制止するため、証拠が消失する可能性あるいは証拠の取得が困難になる可能性がある状況下で、専利権者あるいは利害関係者は起訴以前に人民法院に証拠保全を申請できる。

人民法院は申請を受け取った時から48時間以内に裁定を下さなければならない。保全措置を実施すると裁定した場合、これを速やかに執行しなければならない。

人民法院は保全措置の実施に際し、申請者に担保の提供を命令できる。申請者が担保を提供しない場合は申請を撤回する。

申請者が人民法院による保全措置を実施日から15日以内に起訴しない場合、人民法院は保全措置を解除しなければならない。」とする。

二十八、第63条第1項を第70条へと改正し、第(1)号を「専利権者あるいは許可を取得した単位あるいは個人が製造した専利製品、または専利方法によって直接獲得した製品を販売後、当該製品を使用、販売許諾、販売、輸入する場合。」と修正する。

1号を追加し，第(5)号を「行政審査に必要な情報を提供するため、薬品あるいは医療機器を製造する予定がある単位、または専利薬品あるいは専利医療器械を製造した場合。」とする。

二十九、第63条第2項を第71条へと改正し、「専利権者の許可を得ずに専利権侵害製品が製造販売され、使用者あるいは販売者が専利権侵害製品と知らずに購入し、生産経営を目的として使用、販売許諾、販売した場合、当該製品の合法的な出所を証明できる場合は賠償責任を負う必要は無い。」と修正する。

このほか、一部の条文に対して文字の修正と条文の番号に対して適切な調整を行う。

本修正案は200　年　月　日から施行される。「中華人民共和国専利法」は本修正案に基づき適切な改正を行って、再度公布される。

 

中華人民共和国専利法改正案（草案）に関する説明

「中華人民共和国専利法」（以下、現行専利法という）は1985年4月1日から施行され，1992年9月4日と2000年8月25日に2度の改正が行われた。現行専利法は、実施以降、発明創造の奨励と保護、科学技術の進歩と革新の促進、わが国の社会経済の発展推進に対して重要な役割を果たしてきた。しかし、国内外の情勢発展に伴い、わが国の専利法律制度のさらなる改善が必要となった。一つは、中国共産党第17回党大会の報告で、自主革新能力の向上と革新型国家建設の目標を提出し、国務院が「国家知的財産権戦略綱要」を制定したことである。これにより、専利法の改正、改善を通し、専利権保護をさらに強化し、自主革新を奨励し、専利技術実施を促進し、専利技術の現実的生産力への転換を推進し、転換周期を短縮することが必要となった。二つ目に、世界貿易機関（WTO）のドーハ・ラウンド大臣級会議では、「『知的所有権の貿易関係の側面に関する協定（TRIPS協定）』と公衆の健康に関する宣言」（以下、「宣言」と省略）を通過し，WTO総会では、「宣言」を着実に実施するための「『知的所有権の貿易関係の側面に関する協定』修正議定書」（以下、「議定書」と省略）を通過したことである。「宣言」と「議定書」はWTO成員国が「知的所有権の貿易関係の側面に関する協定」の制限を超過し、既定の条件下で薬品専利の強制許諾を実施することを許した。これにより、現行専利法を改正する必要が生じた。また「生物多様性条約」は、専利制度による遺伝資源の保護に対して規定を設けており，わが国は遺伝資源大国として、現行専利法の改正を通してこの条約が賦与する権利を行使することが必要となった。

知識産権局は、現行専利法の真剣な総括と専利法の実施経験を基礎とし、「中華人民共和国専利法（改正草案審査応募稿）」（以下、審査応募稿と省略）を起草し、2006年12月27日に国務院に報告し審査を求めた。法制弁公室は、これを受け取った後、2度にわたり意見を募集し、72の中央部門と機関、35の地方人民政府、14の地方法院、20社以上の企業、50名以上の専門家、さらに関連する国外政府機関や企業協会、国際組織からの意見を回収した。また、広東省などで企業の専利業務状況や地方政府の専利行政法規執行状況、地方法院の専利裁判業務状況に対して調査研究を行った。さらに、専門家による論証会を何度も開催したり、国際フォーラムを2度開催し、専利制度を利用した国新型国家建設の促進や専利法改正と国際条約の一致性などの重要な問題について研究討論を重ねた。知識産権局と全国人民代表委員会教科文衛委員会、全国人民代表委員会常務委員会法制工作委員会（法工委）、高級人民法院などが、繰り返し連絡を取り合う協力関係を基礎とし、審査応募稿に対して研究、修正が何度も行われ、「中華人民共和国専利法改正案（草案）」（以下、草案という）ができあがった。

一、自主革新の奨励、自主革新能力の向上の要求に基づく現行専利法に対する改正

革新型国家建設の目標を実現するため，2007年、国務院が提出し全国人民代表委員会常務委員会が審議改正した科学技術進歩法はすでに、科学技術投入の拡大、科学技術資源の整備統合、科学研究機関と科学技術員の積極性の啓発、企業の技術進歩促進などの方面から、一連の制度や措置を規定している。草案は主に、専利制度を利用して自主革新を奨励する角度から現行専利法に対して以下の修正を行った。

（一）法律制定主旨の中に「自主革新能力の向上」、「革新型国家の建設」の内容を追加した。現行専利法の法律制定主旨を以下のように修正する。

専利権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の管理や応用を推進し、自主革新能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展を促進し、革新型国家を建設するため、本法を制定する。（第一条）

（二）専利授権基準を引き上げる。現行専利法が専利授権条件に関し採用しているのは、「総体的新規性基準」、すなわち発明、実用新案の出願を規定しており、専利権の発明創造が国内外で公開発表されたことがなく、国内で使用されたあるいはその他の方式で公衆に知られたことがない、意匠権を出願する意匠が、国内外で公開発表されたことがなく、国内で使用されたこともない、としている。当該規定に基づき、公開発表されたことのない技術が、国外ですでに公に使用されている、あるいはそれに相応する製品が販売されているにも関わらず、国内で公に使用されていない、あるいはそれに相応する製品が販売されていないだけで、わが国は専利を付与できることになり、これによりわが国の専利品質の低下を招いた。このため、草案は「絶対的新規性基準」を作用し、専利権を付与する発明創造は国内外で広く知られていないことを規定した（第十一条、第十二条）。意匠専利の品質をさらに高めるため、草案は、平面印刷物上の標識としての作用のみを持つデザインには専利権を付与しないことを規定した（第十三条）。

（三）外国で専利を出願する際は、事前に中国で専利を出願するとの規定を削除した。現行専利法は、わが国国内で完成した発明創造が外国で専利を出願する場合、事前に中国で専利を出願するよう規定している。外国での専利出願を奨励し、わが国の国際競争力を高めるため、草案は、いかなる単位あるいは個人も中国で完成した発明創造について外国で専利を出願できるとし、事前に中国で専利を出願するとの制限を取り消した。同時に、一部の専利出願がわが国の国家安全に関わり、機密審査が必要になる可能性を考慮し、草案は、中国で完成した発明創造について外国で専利を出願する場合、事前に国務院専利行政部門による機密審査を受けるよう規定した（第九条）。

（四）意匠権者に販売承諾権を付与する。販売承諾は、広告、商店あるいは販売展示会会場での陳列などの方法で行う商品の販売を許諾することである。現行専利法では、意匠権に販売承諾権の規定がない。意匠権の保護を強化するため、草案は意匠権中に販売承諾の権利について追加した。この改正後、意匠権者は、他人が許諾を得ず、広告、商店あるいは販売展示会会場での陳列などの方法で当該専利製品の販売を承諾することを制止できるようになる（第五条）。

（五）専利権侵害の賠償には、権利者の権利維持のためのコストが含まれるべきことを明確にし，違法行為の処罰を強め、法的賠償の規定を追加した。専利保護業務の実施から見て、専利権者の権利維持のためのコストが賠償されなければ、権利者が権利侵害によって被る損失は補償できない。権利者の合理的利益をさらに効果的に保護するため、草案は以下の規定を追加した。専利権の侵害による賠償は、専利権者が権利侵害行為を制止するため支払った合理的な支出が含まれるべきである。同時に、専利違法行為を取り締まるため、他人の専利を偽造した場合の罰金額を違法所得の3倍から4倍へ、違法所得がない場合の罰金額を5万元から20万元へ、専利の偽装表示行為に対する罰金額を5万元から20万元へと引き上げた（第二十三条、第二十四条）。このほか、司法保護の効率を高めるため、草案は、訴訟活動中、権利者の損失、権利侵害者の獲得した利益と専利許可使用費がどれも確定が難しい場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質、状況などの要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を決定すると規定した（第二十五条）。

（六）訴訟以前の証拠保全に関する規定を追加した。専利権者の起訴より前に権利侵害者が証拠の移動や隠滅を行うことを防ぐため、草案は、専利権侵害行為を制止するため、証拠消失あるいは証拠の取得が困難になる可能性がある状況下で、専利権者あるいは利害関係者は起訴以前に人民法院に証拠保全を出願できる規定を追加した（第二十七条）。

二、技術推進応用の促進の必要に基づく現行専利法に対する改正

（一）専利権共有者は、単独で共有専利を実施すること、あるいは一般の許可方法で他人に当該共有専利の実施を許可して当該専利を実施できることを規定した。共有者の共有専利の合法的権利を保障し、共有権利の実施を促進するため、草案は以下を規定した。専利出願権あるいは専利権が、複数の企業あるいは個人で共有されており、共有者の権利行使に関して約定がある場合はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施すること、あるいは一般の許可方法で他人に当該専利の実施を許可することができる。他人に当該専利の実施を許可する場合、受け取る使用費は共有者間で分配しなければならない。

上述規定の状況を除き，共有される専利出願権あるいは専利権の行使には共有者全体の同意を得なければならない。上述規定の状況を除き，共有される専利出願権あるいは専利権の行使には共有者全体の同意を得なければならない（第七条）。一般の許可方法とは、許可取得者が専利技術を実施するのと同時に、共有者も当該専利を実施できる、あるいは他人に当該専利技術の実施を許可できることを指す。

（二）実施する技術が従来の技術に属する場合は専利権侵害にならないことを規定した。現行専利法の規定に基づき、専利権侵害案件では被告が専利権は無効であるとみなす場合、専利復審委員会に再審査の出願を提出しなければならない。専利復審委員会が専利権無効を宣告した後、法院は被告に対し専利権侵害ではない旨の判決を下すことができる。すでに公に知られている従来の技術を利用して専利を出願し、従来技術の実施を妨げる悪質行為を防止し，従来技術の実施者を専利権侵害紛争から速やかに救出するため、草案は、専利権侵害紛争中、権利侵害と告訴された側がその実施技術従来の技術に属することを証明できる証拠を持っている場合，専利権侵害とはみなされない規定を追加した（第二十二条）。これにより、権利侵害と告訴された側は、専利復審委員会に再審査の出願を提出する必要が無くなり、法院も被告は権利を侵害していない旨の判決を直接下すことができる。

（三）権利侵害とみなさない状況の規定を追加した。国外の方法を参考とし、草案は権利侵害とみなさない状況の規定に、行政審査に必要な情報を提供するため、薬品あるいは医療機器を製造した企業、または専利薬品あるいは専利医療器械を製造した個人の項目を追加した（第二十八条）。

三、国際条約、特にわが国の世界貿易機関(WTO)加入後の国際条約の新規定に基づく現行専利法に対する改正

一つは「『知的所有権の貿易関係の側面に関する協定』修正議定書」で、公衆健康の目的のため、専利薬品を特定の国家・地域で製造、輸出することを強制許諾できることを規定している。強制許諾とは、国家行政機関が法廷条件下で行うもので、条件を備えた企業、個人に他人の発明あるいは実用新案の実施を許可することを指す。「議定書」の規定に基づき、草案は以下の規定を追加した。公共の健康を目的として中国で専利権を取得した薬品に対し，国務院専利行政部門は製造とその製品の下記の国あるいは地域への輸出を強制許諾できる。

(1)後発開発途上国

(2)その薬品の製造能力を持たない、あるいは製造能力が不足しており、中華人民共和国が参加する世界貿易機関（WTO）の関連条約により関係手続きをすでに行っている成員（第十七条）。「知的所有権の貿易関係の側面に関する協定」は、専利権者の競争排除や競争制限行為に対し、強制許諾の実施を通して、出願者の合理的利益を保証できると規定している。このため草案は、専利権者のその専利権の行使行為が、司法、行政手順によって競争の排除、制限行為と確定される場合、国務院専利行政部門は出願者に強制許諾を与えることができる規定を追加した（第十六条）。

二つ目に「生物多様性条約」が、遺伝資源の利用は国家主権、関係者の同意、恩恵共有の原則に従うべきこと、さらに専利制度が遺伝資源の保護目標達成を助けるべきことを明確に規定していることである。現在、一部の国家がすでに専利法律制度を通して遺伝資源を保護している。わが国は遺伝子減退国であり、わが国の遺伝資源を非合法に搾取し行われる技術開発や専利出願を防ぐため、草案は以下の規定を追加した。遺伝資源により完成された発明創造について、出願者は専利出願書類上でその遺伝資源の直接的由来と原始的由来を申告しなければならない。出願者が原始的由来について申告できない場合はその理由も説明しなければならない（第十六条）。さらに、遺伝資源によって完成された発明創造については、該当する遺伝資源の入手あるいは利用が、関連する法律、行政法規に違反している場合は専利権を授与しないことを明確に規定した（第二条）。

草案はこのほか、現行専利法の一部条文に対し文字の修正をしている。

以上
